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女性福祉における知的障害女性の主体性の潜在化
―性被害防止と性の権利保障の間で―

武子　愛

投稿論文

はじめに

　婦人保護事業、婦人保護施設は女性支援の砦であるが、その根拠法たる売春
防止法への批判も手伝って、近年利用率が低下し、存亡の危機に瀕している。
さらにDV被害者支援が最重要視される傾向があり、当該施設が従来行ってき
た性産業に従事する女性への支援は後景に退きがちである。一方で、性産業従
事が貧困女性だけでなく、障害女性の「受け皿」にもなっていることがレポー
トされるなど、性産業従事と障害女性の関係がこれまでになく注目されるよう
になっている。また、2021年の性犯罪に関する刑法改正に向けて、障害者への
性犯罪の重罰化についての検討が始まっており１、障害者の性被害についての
議論を深めなければならないタイミングでもある。そのような社会情勢のなか
にあって、自己決定が重視される日本の女性支援において、知的障害女性がい
かに性的主体であることを阻まれてきたのか・いるのかを明らかにするととも
に、その背景にどのようなジェンダー規範が存在しているのかを明確化するこ
とは、実践の課題でもある。
　筆者はこれまで、知的障害者の性の権利を保障する視点から研究を進めてき
た。これまでの研究においては、就労支援施設にいる知的障害者は、保護者や
支援者が性行為や生殖などの知識は必要ないと考えている（武子 2013）など、
本人の意思に関わりなく性から遠ざけられていた。とりわけ障害女性の性は抑
圧されがちである。松波（2005）は、障害女性の性的なニーズについて、障害

１ 2018年に「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」が法務省内に立ち
上がっている。検討課題の１つには障害者への性犯罪に関して加害者の重罰化が含まれており、
2019年９月には障害児者への性暴力について法務省内で有識者へのヒアリングが行われた。詳し
くは法務省ウェブサイトhttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi00400006.htmlを参照。
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女性がそれをヘルパーに伝えると奇異と思われその後のケアに差し支えるとす
る。実際、福祉現場においても障害男性の自慰行為の支援が課題になるように、
男性の性的欲求については障害のある人たちの生活問題として対応を検討され
るが、障害女性の性的欲求については、公共の場で性行動があるなど特定の利
用者女性の個人的な問題に集約されてしまうことが多々ある。それよりも障害
女性は性的搾取や性的虐待の被害者になりやすいことから、性的な面では「客
体」として問題化されることが多い。あたかも、障害女性の性的な行動は主体
的ではなく、強要されたあるいは騙された結果の性被害であるととらえられて
いるかのようである。同じく、知的障害女性の性産業従事も「性被害」として
位置付けられている。しかしながら性産業従事は本当に「被害」なのだろうか。
本論文では、日本の福祉において、知的障害女性の性的主体性がいかに潜在化
されてきたのか、またそれがいかなる問題をはらみ、どのようにアプローチさ
れるべきかを明らかにする。
　具体的には、第１節にて日本における売買春の議論を振り返り、婦人保護事
業が性的搾取論の立場を取ってきたこと、知的障害女性は性産業に巻き込まれ
る「被害者」として位置付けられたことを示す。第２節にて、知的障害女性の
主体性を潜在化させてきたものとして①「無謬の被害者」とするため、②知的
障害女性の「女性らしさ」と「生殖ニーズ」からの排除、③障害特性からくる
性的な認知の評価の難しさの３点があるということを明らかにする。第３節に
て知的障害女性の性産業従事をテーマとしたルポルタージュに見られる知的障
害女性の主体性について触れ、彼女たちの性産業従事が「エイジェンシー」と
して理解可能であることを述べる。しかしながら知的障害女性の「エイジェン
シー」は、知的障害女性という困難状況の「交差性」があるため理解が難しい
こと、そしてそれを理解するアプローチとして利用者の他者性を尊重する重要
性を指摘する。

１．売買春の議論と知的障害女性という支援対象

（1）日本における売買春についての議論

　売買春を含む性産業従事に関しては、２つの立場がある。１つは労働の１つ
ととらえる立場をとるセックス・ワーク論、１つは性的搾取・性奴隷とする立
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場をとる性的搾取論である。
　「セックス・ワーク」概念が広く知られるきっかけとなったのはフレデリッ
ク・デラコステ、プリシラ・アレキサンダーによる『セックス・ワーク　性産
業に携わる女性たちの声』の翻訳本が1993年に日本で出版されたことである。
以降、日本でも2005年に要友紀子・水島希による『風俗嬢意識調査』が発表さ
れるなど、現役セックス・ワーカーあるいはその支援者による調査が発表さ 
れ、セックス・ワーク論が台頭する。この調査は、それまで実態が明らかにさ
れなかった性産業従事をする女性たちの実態をとらえた貴重な調査である。こ
の調査によると、性産業に従事する女性たちは、年齢からセックス・ワークへ
の価値観まで多様であることが見て取れる。その後はセックス・ワーク論の隆
盛もあり、「売買春が何であるか、それがどのように認識されるべきかは、コ
ンテクストによって」（青山 2007：52）違うといった性産業従事者における多
様性を重視する論も増えてきている。これらの立場においては、セックス・ 
ワークを労働としてとらえ、セックス・ワーカーが社会から排除されないように
しなければならないということが主張される。セックス・ワーク論は、売春／ 
セックス・ワークに従事する人すべてを一律に性的搾取・性奴隷であると断定
しない立場と言える。
　一方で、売春防止法を軸とする売買春の議論では、売買春を一律に性的搾取
とする立場が多い。例えば中里見（2007）は、売買春においては「女性の性的
な意思と主体性はあらかじめ金銭によって買い取られて」（中里見 2007：53）
いるとし、顧客からの要求はなんであれ断れず暴力にさらされる可能性から逃
れられないことを示唆する。そしてこの性的搾取を引き継いだ形で主張してい
るのは、婦人保護施設の運動体を主要なルーツとして持つ２ポルノ被害と性暴
力を考える会（2010）である。ポルノ被害と性暴力を考える会は、婦人保護施
設の現場からの声として「売春産業」を「性被害で傷つく場所」（ポルノ被害
と性暴力を考える会 2010：136）とし、「自分自身が望むのであれば」（ポルノ

２ ポルノ被害と性暴力を考える会は、バクシーシ・山下『ひとはみな、はだかになる』（理論社）
に対し婦人保護施設の現場からの抗議の声が上がったことが設立のきっかけになっている。抗議
行動には婦人保護施設の現場のほか、ポルノ被害の研究者や市民活動家、その他有志が参加し、
その際の問題意識が現在の会に引き継がれていることがポルノ被害と性暴力を考える会のウェブ
サイトに明記されている。
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被害と性暴力を考える会 2010：136）、そこではなく安心して生きていける場
所を得られるようにしていきたいとする。なお、ポルノ被害と性暴力を考える
会の指す「売春産業」は、売買春と合法風俗を分けておらず、売買春を含む性
風俗業全体と理解して良いと考える。このようにポルノ被害と性暴力を考える
会は、性産業は安心・安全な場所ではないとし、売買春を含む性風俗業界の存
続を否定する。
　では婦人保護事業はというと、中里見と青山の主張を通じて女性福祉におけ
る売買春をめぐる性規範を整理した小川（2019）が、女性福祉、とりわけ婦人
保護事業は売買春を容認しない立場をとるということに複数回言及している。
また、法学分野においても婦人保護事業は売買春の「廃止主義」（若尾 2004：
342）をとっていることが指摘されている。このことから婦人保護事業は、ポ
ルノ被害と性暴力を考える会と同じく性産業根絶を支持する性的搾取論の立場
にあると言える。

（2）知的障害女性と性産業従事――女性福祉の立場から――

　ここからは、婦人保護領域において知的障害女性がどのような支援対象とし
てとらえられているか、また、彼女らの性産業従事についてどのようにとらえ
られているかを示す。
　婦人保護施設には知的障害者が多い、あるいは多かったということは以前
から言われてきた（武藤 2005；林 2008；ポルノ被害と性暴力を考える会 2010；
宮本 2013）。とりわけ1970年代にはそうした指摘が多い。例えば野坂（1975）
は、婦人保護施設利用者のなかで、IQ69以下の利用者は1962年から1965年ま
でで34.8％から44.4％であることを指摘している。翻って近年の知的障害のあ
る女性の利用率の推移を見ると、宮本（2013）が行った東京都５施設への調査
では13.4％（247人中33人）、厚生労働省（2018a）が行った婦人保護施設全国
調査では17.9％（570人中102人／措置入所者のみ）となっており、34.8％から
44.4％とされた1960年代に比較すると少なくなってきているということがわか
る。
　では婦人保護施設を利用する知的障害女性が少なくなってきても繰り返し彼
女らに言及がなされているのはなぜか。それは、知的に障害がある場合は社会
復帰が難しく、入所が長期になること（五味 1973）、知的障害があって売買春
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の経験がある場合には「自立が難しい」（林 2008：50）こと、婦人保護施設は
そもそも障害者施設ではないために障害支援を求められる職員には業務の負担
感があり、それだけの人的資源がない（堀 2011）など、利用者に障害がある
ことで、その利用者の性産業従事経験の有無にかかわらず支援困難感が伴うた
めと考えられる。
　ただし、婦人保護施設が売春防止法根拠の施設であっても、婦人保護施設に
おいて知的障害のある利用者が多いことがすなわち、売春経験者に知的障害女
性が多いことを意味しない。確かに昭和36年の厚生白書では、「売春婦女子な
どの相当数は精神薄弱者であって、社会秩序を守るうえでもなんらかの措置を
必要とする」（厚生省 1961：9）とされていたが、五味（1973）は、婦人保護
事業の対象となる女性のIQが低下傾向にあるとする一方、婦人保護施設の全
利用者のうち「売春歴」のあるものは25％と高くないことをあわせて指摘して
いる。この数字から五味は、婦人相談事業において売買春の経験がない女性や
知的障害女性を多く抱える問題を「新たな問題」と指摘する。
　2010年に入り、知的障害と性産業に焦点をあてて婦人保護施設の利用者の実
態を明らかにしたのはポルノ被害と性暴力を考える会である。ポルノ被害と性
暴力を考える会は、婦人保護施設の利用者である女性たちへの支援現場からの
声として、知的障害のある女性たちが「とりわけ劣悪な売春環境に身をおか
されているようである。監禁同様の状態や、見張られながらの街娼など、（中
略）危険きわまりない状態で売春させられる」（ポルノ被害と性暴力を考える会 
2010：135）とする。そして、「彼女たちの障がい特性を利用し、搾取しやすい
対象として狙っている売春組織の実態を現場で強く感じる」（ポルノ被害と性
暴力を考える会 2010：135）ために知的障害女性を取り上げるのだとする。さ
らに、労働市場に参入することが難しい知的障害、精神障害、発達障害の人た
ちがターゲットになりやすい状況を、「生きるすべを何も持たずに生きてきた
者たちを、さらに貶める構造を私たちの社会は内包している」（ポルノ被害と
性暴力を考える会 2010：141）とし、知的・精神・発達障害のある女性たちが
性産業に取り込まれること、それを容認する社会そのものを問う。そしてその
社会を問う姿勢をさらに一歩踏み込んだ形で、宮本（2012）は、売春防止法が
売買春に関わる女性たちを法律施行当初から変わらず「転落」と位置付けている
ことを批判し、売春防止法に欠けている視点として顧客の存在を指摘する。
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　このように婦人保護領域における知的障害女性は、売買春の経験のない女性
も多くいるが、その支援には支援困難感が伴うとされていた。他方、売買春と
の関わりにおいては、知的障害女性たちは性産業を容認する社会の「被害者」
に位置付けられていた。性産業を中心において「社会」を問うこの姿勢は、婦
人保護事業研究における売買春と貧困の関係についての言及を含め、売春防止
法の持つ性差別的精神を暴くことに寄与し、法改正への声を高めることにつな
がった。そして同時に、売春防止法による保護を受けた女性たちを、売買春を
許容する社会の「被害者」とし、矯正する姿勢ではなく支援する姿勢へと変え
ていくことにもつながった。それは大きな成果である。

２．日本の福祉における知的障害女性の主体性とその潜在化

（1）無謬の被害者としての知的障害女性

　ここまで、婦人保護施設が性的搾取論の立場にあること、売買春の議論を経
て、知的障害・発達障害のある女性を性産業に巻き込む「社会」を問うという
課題にたどり着き、彼女らをそのような社会の「被害者」として位置付けたこ
とを見てきた。ここからは、ポルノ被害と性暴力を考える会（2010）の「被害
者」に関する言説を見ていきたい。
　前述の通り、ポルノ被害と性暴力を考える会は、社会福祉領域では公然のこ
ととされていたが一般社会では可視化されてこなかった知的障害女性の性産業
従事について、性産業の現場における性暴力と知的障害を関連付けて可視化さ
せた。加えて知的障害女性たちの性産業従事への着目は、セックス・ワーク論
がほとんど指摘してこなかった視点でもあった。この点はポルノ被害と性暴力
を考える会の大きな功績であることを強調したい。しかしながら、知的障害女
性の性産業従事はそのすべてが当該女性にとって「被害」となり得るのか、ま
た、問題とすべきは「性産業」そのものであるのかという疑問が拭えない。本
節では知的障害女性たちの性産業従事を「被害」とする視点に着目し、彼女た
ちの性的主体性が潜在化されることを論証していく。
　まず「被害」に関連して、社会福祉分野で知的障害女性と性産業従事の関連
を明らかにした糸賀一雄（1965）の文献を取り上げる。糸賀の文献以降は、宮
本（2012）が指摘する通り３、知的障害者福祉分野では知的障害女性の性産業
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従事について触れられていない。糸賀は障害者福祉を切り開いた第一人者で
あり、「近江学園」の創設者である。糸賀は、1955年の近江学園年報第７号に 

『「堕ちゆくもの」――春枝のかなしみ――』という記録を発表した。記録は
以下のようなものである。「春枝」は養母の手によって近江学園を退所させら
れたが、その後彼女は遊郭に売られ、学園に逃げてきた。しかし１年もする
と、「春枝」は学園の生活に飽きてきて、「性にもだえ、ヒステリー症状を起こ
すようになる」（糸賀 1965：171）。それから不幸な結婚をしてまた学園に逃げ
てきて就職するのだが、そこもまた出て、「ふたたび昔いたことのあるあの赤
線の世界をもとめて、みずから堕ちていったのである」（糸賀 1965：171−172）
とする。さらに糸賀は、「これが春枝の記録であるが、これに類する精薄女性
の痛ましい転落の事例を、わたしたちはあまりにもたくさん知らされている」 

（糸賀 1965：172）とし、知的障害女性を「おかした社会に反省がない限り、
このような事例はあとを絶たないかもしれない」（糸賀 1965：173）とする。
　糸賀は、知的障害女性は「みずから」「堕ちて」いくとしている。売買春は
この時代も「転落」であったので、「堕ち」るとする糸賀の見方は特別なもの
ではない。そちらではなく、筆者は「みずから」に注目する。春枝のこの行動 
は、その状況において精一杯の抵抗を示す主体性の発露としてとらえることが
できる。しかし文献にはそのような視点はなく、糸賀が「みずから」「赤線」に 
行った春枝に対し手を差し伸べた様子はない。また、春枝が「逃げ」るような
ひどい労働環境であった遊郭に対して適切な労働環境にすべきという提言も見
られない。なぜ「みずから」「赤線」に行った春枝に対し何もしないのか。それ 
は、糸賀に、性産業を選んだ者は暴力を受けても仕方がないとする諦めがある
からではないか。その上で、知的障害がある春枝がその判断力のなさから「み
ずから」性産業を選ぶこと、つまり暴力を受ける環境を春枝に選ばせる「社会」
を嘆いている。ここで春枝の性産業従事を春枝の自由意思によるものと理解し
てしまうと、彼女は「無謬の被害者」ではなくなり、暴力を受けることも仕方
がないことになってしまう。だからこそ春枝の主体性の発露は、糸賀によって

３ 宮本（2012）は、知的障害女性が性的搾取を受けやすいことについて「同じ軽度の知的障害者を
対象とする知的障害者福祉施設個々においては知的障害女性のこの問題を認識しているのではあ
るが、この分野から知的障害女性特有の生活課題であるとの声は上がっていない」（宮本 2012：
99）としている。
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知的障害があるがゆえの「被害」として理解されるのである。
　この糸賀の、知的障害女性たちを性産業に巻き込む社会の「被害者」とし、
その主体性を「被害」におきかえるあり方は、冒頭で筆者が問題提起したポル
ノ被害と性暴力を考える会（2010）が、彼女たちを性産業に巻き込む社会の「被
害者」に位置付けていることと同じである。ポルノ被害と性暴力を考える会

（2010）は、性産業従事経験のある知的障害女性の姿を「身をおかされている」
「売春させられる」など受動する形で表現しており、彼女たちは何らかの理由
により無理やり従事させられた「被害者」として提示している。しかしながら、
そこには「被害者」である彼女ら自身の言葉はほとんどない。彼女たちはもし
かすると自発的な性産業従事であったことを語っているかもしれない。しかし
それらを明らかにすれば、暴力を受けたのはそこを職場に選んだ者のせい、つ
まり自己責任という批判を免れない。この場合の「自己責任」とは、自ら望ん
で性産業を選択したのなら、そこで不利益な事態が生じても甘受せねばならな
いという考えである。危険を承知で自己決定をしたのだから、結果責任を引き
受けるしかないというのが「自己責任」論の要諦である。知的障害女性たちを
この「自己責任」批判から守り、かつ性産業を容認する社会の「無謬の被害 
者」とするために、彼女たちの主体性は「被害」におきかえられるのである。

（2）知的障害女性の「女性らしさ」「生殖ニーズ」からの排除

　前節では、知的障害女性を「無謬の被害者」にするために、知的障害女性の
主体性が「被害」におきかえられることを述べた。本節では、知的障害女性の
主体性を不可視化する他の要因として、「女性らしさ」と「生殖」からの排除
を挙げる。
　「フェミニズム障害学」を提唱したThomson（2002）は、フェミニスト学
者がしばしば障害研究の視点に精通していないこと、フェミニストの問題は障
害とは関係なく議論されているとした上で、フェミニズムと障害理論でぶつか
りあうトピックとして「女性らしさ」と「生殖」があることを指摘する。女性
らしさと生殖はともに障害のない女性は押し付けられ、障害女性は追放される
という構図になっており「規範的な性的客観化のフェミニスト批判を複雑にす
る」（Thomson 2002：16）とする。
　実際、障害女性は「生殖」や「女性らしさ」から排除されている。とりわけ
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知的障害者はその傾向が強い。歴史を振り返れば、知的障害者に対して優生保
護法のもと同意のない不妊手術が行われてきた。この歴史は、知的障害者を長
く無性の存在にしてきた（河東田 2020）。また、戦後は優生思想からではなく
知的障害のある人たちの子育て能力への懸念から（平田 2004）彼らの出産は
歓迎されない。その結果、知的障害者は交際の機会やその先にある性行為が制
限される。そのことは調査でも明らかになっており、施設において支援者と知
的障害のある利用者の双方に性をテーマに聞き取り調査を行った鈴木（2013）
によると、利用者の交際については支援者が把握することが暗黙の了解となっ
ており、その根底には「本人の性交渉、さらには生殖を統制する規範」（鈴木 
2013：15）があることを指摘している。そしてそれは障害のある人に対する厚
生労働省の調査でも裏付けられる。『平成28年生活のしづらさなどに関する調
査』によると、子どもと同居している65歳未満の知的障害者はわずか3.1％で
ある。知的障害女性は、子育てが困難だから性行為が容認されず、性行為が容
認されないから交際が制限されることがうかがわれる。彼女たちが女性として
の幸せを求めても、本人のために良かれと思う周囲の人たちのパターナリス
ティックな関わりによって「生殖」あるいは「女性らしさ」から遠ざけられて
いるということになる。
　また、障害者が結婚市場や恋愛市場から排除されているという問題もある。
倉本（2005）は、障害者を「性的弱者」とし、その理由として市場への参入と
なる出会いの機会がないこと、市場にて相手を獲得する際に必要となるコミュ
ニケーションスキルや所得などの資本の獲得が困難であること、障害者として
の容姿などが負の資本となってしまう場合があること、障害者が歴史的にセク
シュアルな欲望の主体としてとらえられてこなかったことをあげる。知的障害
を含む障害のある人たちは、結婚市場や恋愛市場においては圧倒的に不利な立
場にあり、パートナーの獲得は非常に困難である。
　このように障害女性は「生殖」や「女性らしさ」から遠ざけられている一方
で、性被害にあいやすいことがすでに日本でも調査で報告されている４。上野

４ 2011年にDPI女性ネットワークが行った調査によって、障害のある女性（回答者87名、うち知的
障害女性２名）の生活困難の多くが性被害であることが明らかにされた。詳しくはDPI女性ネッ
トワーク（2012)『障害のある女性の生活の困難――人生の中で出会う複合的な生きにくさとは
――複合差別実態調査報告書』を参照。
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（1996）は、女性と障害のように複合的に重なり合う困難を「複合差別」とい
う言葉で定義した。その上で女性障害者をケーススタディとして紹介し、女性
障害者が一方では性的存在であることを否定され、他方では病院や施設職員か
らセクシュアル・ハラスメントを受けていることをもって「一方では性的な存
在であることを否認され、他方では性的な存在であることを搾取される」（上
野 1996：213）と指摘する。セクシュアル・ハラスメントをする男性は、倉本
の指摘するように、障害女性を結婚市場や恋愛市場にいるパートナー候補とは
考えていないことが予想される。それどころか、障害女性は障害があるがゆえ
に告発できないと考え、意識的にセクシュアル・ハラスメントに及んでいると
考えられる。
　このことは、知的障害女性の性産業従事を考える上では重要な論点となる。
障害女性が「女性らしさ」や「生殖」から排除されている一方で、セクシュア 
ル・ハラスメントを受けているという構図は、知的障害女性が「女性らしさ」
や「生殖」から排除されている一方で、性産業において性的搾取の対象になっ
ている構図と重なる。セクシュアル・ハラスメントがなくさなければならない
被害であるのと同様に、性産業従事もなくさなければならない被害とみなされ
るのである。性被害にあわないことが最優先される女性福祉領域においては、
障害女性の女性として見られたいというニーズや生殖へのニーズは後景に退
き、被害の原点となる性産業を問題とすることが前面にあらわれる。このよう
にして知的障害女性の性的主体性は結婚市場や恋愛市場から排除されることに
よって、また「性被害」から保護されることによって、二重の否定にあうので
ある。

（3）知的障害女性におけるセクシュアリティの認識の困難性

　前節では、障害女性の性的主体性は、結婚市場や恋愛市場から排除されるこ
とによって、また女性福祉において「性被害」から保護されることによって二
重の否定にあうことを見てきた。本節では知的障害女性の性的主体性が潜在化
する最後の理由である、知的障害者の性の認識に関する評価の難しさについて
見ていく。
　Me too運動を受けて日本でも性的同意の概念が広がりつつある。ここで考え
たいのは、知的障害女性の「同意」である。筆者の過去の研究における支援者
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へのインタビューでは、知的障害のある利用者同士の性行為は当事者の同意の
確認ができないため「事故」（武子 2018：135）として扱うということが語ら
れていた。なぜ知的障害者の同意の確認ができないのかといえば、本当に相手
を受け入れたのかということの確認、つまり「Yes」の立証が難しいこと、も
う１つは相手との平等性の問題である。
　「Yes」の立証が難しいことに関しては、イギリスのMental Capacity Act
における「ベスト・インタレスト」の判断を、知的障害者の性的同意を通し
て論じた小林（2012）の論が参考になる。ここでいう「mental capacity」は、

「意思決定を行うことができる能力」（小林 2012：151）を指しており、この
法律は「独力で特定の意思決定をするための『mental capacity』のない個人
のために、他者が行動や決定をするための法的な枠組みを規定する法律」（小
林 2012：151）である。Mental Capacity Actにおいて指針とされているのが 

「ベスト・インタレスト」、すなわち「最善の利益」である。「ベスト・インタ
レスト」は、「本人の能力がないと判断されたか、あるいは能力がないと思わ
れる合理的理由がある場合にのみ」（小林 2012：153）問題になるもので、そ
の利益は本人の財産や命などではなく「本人が『よりよく』生きるための主観
的利益」（小林 2012：155）であるとされる。それゆえ、その判断は「極めて
個別具体的なもの」（小林 2012：155）になるとのことである。この法律にお
いても当然性的関係をもつことへの同意は本人のみに許可されるのであるが、

「実際には、性的な自己決定権をめぐり裁判所が判断を求められている」（小林 
2012：157）事実があるとして、事例を２つ紹介している。そのうちの１つが、
子どもの前で性的な振る舞いを見せるなどの問題行動がある知的障害男性が同
性のパートナーとの接触及び性的関係をもつことそれ自体に対して地方当局が
制限をかけようとした事例である。ここで問題となったのは「性的関係をもつ
ことに同意する能力」（小林 2012：158）である。この能力は何を持って判断
されたかといえば、性行為の仕組み、健康上のリスク、異性間性行為の場合は
女性の妊娠の可能性があることなど、「性行為の知識や内容について本人が認
識しているかどうか」（小林 2012：159）であった。この事例において裁判所 
は、性的同意は不可能とする決定を暫定的に行った。ただし、「あらゆる支援
が功を奏さなかったときのみ」（小林 2012：159）意思決定能力がないと判断
するため、性的同意に関する能力を身につけることを条件に最終決定まで９ヶ
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月の猶予が与えられた。
　ここで指摘したいことは、イギリスのように知的障害のある人の性的自己
決定について検討し、できる限り尊重していこうとする姿勢が日本にはない
ことである。日本の性交同意年齢が13歳以上であることを踏まえれば、日本
の性的合意成立の前提もイギリス同様、性知識の十分な理解であると考えら
れる。国内外で知的障害のある人たちの性知識は妊娠出産を含めて全般的に
一般市民に比較して乏しいことが指摘されており（山下、斎藤、内藤ら 1992；
McCabe 1999；Murphy and O’Callaghan 2004）、妊娠と性交はある程度理解
されていても避妊の知識が欠落していることが指摘されている（河東田、井 
上、沖ら 1995；林、荒木田、大橋 2008）。かかる状況の中では「性的同意に関
する能力を身につける」ための支援は必要であるが、知的障害女性が「女性ら
しさ」や「生殖」から遠ざけられていることは先述した通りであり、知的障害
のある人を対象に「性的同意に関する能力を身につける」ための支援を現場で
行うことは考えにくい。以上のことから、日本においては、知的障害のある人
の性知識の不十分さとその支援の不足から、当事者が行った性的な合意が認め
られにくいと考えられる。
　さらに、性的同意においては相手との関係が平等であることが重視される５

ことも知的障害者の立場を難しくする。知的障害者は基本的に脆弱な立場にあ
り、社会の大多数を占めるのは認知力において平等でない人、すなわち知的障
害のない人である。かつ、同じ知的障害を持つ者同士でも障害が重度の方がよ
り脆弱になるなど、障害の程度によって脆弱性の程度も変わる。そのため、性
産業従事や他者との性的接触も含めて性的関係のほとんどを、知的障害者の同
意の有無にかかわらず性被害としてとらえることが可能になる。つまり、知的
障害女性の性産業従事を含む性的な行為は、その意思にかかわらず、障害に乗
じて行うことを強制させられたものとみなすことができる。とりわけ知的障害
女性は障害のない女性に比較して性被害にあいやすいことが国外文献でも多
く指摘されている（Nechama, Parish and Mitra 2019；McGilloway, Smith and 
Galvin 2020；Bowen and Swift 2019）。知的障害のある人の場合はともすれば

５ キャサリン・マッキノン（2005＝2011）は、アメリカのレイプ法において性的同意を検討する際
に、その当事者同士が、社会的に平等な関係（「年齢」を除き）であるかどうかが考慮されない
ことを批判している。
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全て性被害ととらえることが可能になるため、性被害と性的権利の保障の間で
バランスをとることが必要になる。しかし性被害を防ぐことに重点を置く場合、
性知識が十分にないことが予想される知的障害女性の性の主体性は認められに
くいのである。

３．知的障害女性のエイジェンシーとその受容

（1）知的障害女性の周縁化とエイジェンシー

　ここまで、知的障害女性の主体性を潜在化させるものとして①「無謬の被害
者」とするため、②知的障害女性の「女性らしさ」と「生殖ニーズ」からの排 
除、③障害特性からくる性的な認知の評価の難しさの３点があることを述べて
きた。女性福祉の議論においては知的障害女性を「無謬の被害者」にするため、
その主体性が「被害」におきかえられることを見てきた。そしてフェミニズム
と障害学の議論からは、知的障害女性の性的主体性は結婚市場や恋愛市場から
排除されることによって、また、「性被害」から保護されることによって、二
重の否定にあうことを述べた。最後に「性的同意に関する能力を身につける」
ための支援を行う土壌が日本にないことおよび平等性の問題から、彼らの性的
合意が成り立ちにくく、その主体性が社会的に認められにくいことを論証した。
総じて、知的障害女性の性的主体性は潜在化されていると言える。これまでの
議論を受けて、ここからは知的障害女性の主体性の発露が見られる山本（2006）
のルポルタージュを通して、知的障害女性と性産業従事をめぐって問われるべ
き「社会」６とは何かを論じる。
　山本（2006）は、知的障害女性の性産業従事をテーマとしたルポルタージュ
を発表した。このルポルタージュは売春経験のある知的障害女性３名にインタ
ビューを行いまとめられたものであるが、３名とも性産業従事を肯定的に語
る。例えば一人は、「たくさんのお客さんの相手をしたけど、みんな喜んでる 
し、何が悪いのか、よくわからない」（山本 2006：167）という。また、業者
から中間搾取をされていた女性は、それについても「楽しかったからいいじゃ

６ 性産業のあり方をめぐっては、「売春」において潜在化する搾取や暴力を法的な取り締まりの対
象にする「非犯罪化」に関する議論もある。性産業に従事する、あるいはしていた個々のワーカー
への支援だけでなく、産業自体の透明化を目指す変革も重要である。



女性福祉における知的障害女性の主体性の潜在化116

ない」（山本 2006：169）という。そしてもう一人は、「でも、あたしを抱いて
くれた男の人は、みんなやさしかった」（山本 2006：171）という。
　筆者が知的障害者福祉の現場で出会ってきた女性たちのイメージは、山本の
ルポに登場する女性たちに近い。なぜそう感じるのかを、知的障害女性の視点
に立って考えてみたい。性暴力被害を防ぐ文脈や性産業従事に警鐘を鳴らす文
脈において「自分を大事にすることが大切」であるとよく言われる。自分を大
事にするとは具体的にどのような行動を指すだろうか。知的障害女性にとって
優しい言葉をかけてくれる男性がいたら、それが性的な行為をさせるための偽
りの言葉だったとしても、そういう優しい人と一緒にいることこそ自分を大事
にすることだと考えるのではないだろうか。山本のルポに登場する女性たちは
誰もが性風俗を被害などと思っていない。性産業従事という選択は、彼女たち
にしてみれば彼女たちなりに自分を大事にした結果であり、最良の選択であっ
たとは考えられないだろうか。なぜならば彼女たちは社会において周縁化させ
られているからである。
　彼女らの周縁化は２つの側面から言える。１つは、知的障害者は就労の面で
周縁化されることである。字が読める、計算ができるといったことが最低限の
スキルとなる一般就労では、それらが得意でない知的障害者は圧倒的に不利で
ある。実際、知的障害者の就労率は正規職員と非正規職員を合わせて20.0％に
とどまる（厚生労働省『平成28年生活のしづらさなどに関する調査』）。そのよ
うななかで、山本のルポルタージュに出てくる女性たちのように性風俗を誇れ
る仕事としてとらえるならば、性風俗には彼女らを就労の場に包摂し、かつ彼
女たちが充実感を得られる仕組みがあるということに他ならない。
　もう１つは、人間関係の面から知的障害者が周縁化されることである。子ど
もと同居している知的障害者がわずか3.1％であることは前述した通りである
が、配偶者と同居している人も同様に少なく、65歳未満ではわずか4.3％であ
る（厚生労働省『平成28年生活のしづらさなどに関する調査』）。知的障害を有
する場合、周囲と会話を合わせていくことが難しい場合も多く、人間関係が広
がりにくい面がある。かかる状況のなかでは、自分自身が家族以外の（人によっ
ては家族であっても）誰かに必要とされ、一対一で向きあい優しくされた経験
はほとんどないということが、山本のルポルタージュからもうかがわれる。性
産業がそれらの経験をほとんど唯一得られる場所であったとすれば、彼女たち
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にとっては居心地のいい場所であったはずである。
　このようにとらえ返していくと、知的障害女性たちが性産業に従事するとい
うことは、彼女たちが周縁化された条件下で自分たちにとって生きやすい場を
能動的に選択しているということだとみなすことができるだろう。彼女らがこ
の社会において選ぶことができる選択肢はごくわずかの限られたものしかな
く、性産業従事は選びとれる選択肢の中では最善のものであったと予想ができ
る。
　しかしこれは、暴力を受けるのは性産業を選んだものの自己責任と言い切れ
るほどの、自由意志による選択とは考えられない。では知的障害女性の性の主
体性から生じるこの選択をなんと呼ぶべきか。それは、上野（2018）の提示す
る「エイジェンシー」であると考えられる。上野（2018）は、「エイジェンシー」
を、「近代の主客二元論を克服するために、完全に自由な『負荷なき主体』で
もなく、完全に受動的な客体でもない、制約された条件のもとでも行使され
る能動性を指す」（上野 2018：11）としている。以上のことから「エイジェン 
シー」とは限られた条件のもとにおいて行使される能動性のことと理解できる。
つまり、知的障害女性の性産業従事は「エイジェンシー」としてとらえること
ができる。
　ここで本節冒頭に挙げた、知的障害女性と性産業をめぐって問われるべき 

「社会」とは何かという問いに戻りたい。知的障害女性が性産業に巻き込まれ
ていく「社会」を問うということは、いかなることか。それは、性産業を容認
する「社会」を問うのではなく、知的障害者が周縁化される「社会」を問うべ
きである。そしてその具体化においては知的障害女性が就労および「女性らし
さ」や「生殖」から排除されてきたことと向き合う必要があると考える。

（2）複合差別と交差分析

　知的障害女性の社会における周縁化は、これまでの女性福祉で焦点化されて
論じられたことがなかった。なぜかといえば、女性福祉領域では知的障害女性
の支援困難感と性産業の是非に焦点化され、知的障害女性がそれまで生きてき
た過去を、彼女たち自身から見える世界を中心として広く社会に位置付けて論
じられていなかったからと考える。そしてこれまでの議論で見てきたように、
彼女たちの主体性が潜在化されており、性産業従事を「エイジェンシー」では
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なく「被害」としてしか見てこなかったからであると考える。しかしながら、
知的障害女性の「エイジェンシー」の理解は困難である。なぜならば彼女たち
は「複合差別」状態にある、または「交差状況」にあるからである。
　この交差状況の理解の難しさは、同じ女性同士でも障害女性と障害のない女
性では向き合う困難が異なることが影響している。例えば飯野（2020）は、障
害者の性について、これまで障害学では性の領域から障害者が排除されてきた
ことへの指摘と、性の権利保障のための障壁に議論の重点が置かれてきたため
に、障害女性の性的なニーズについての議論が進まなかったことを指摘する。
そのなかで小山内美智子の自伝に触れ「障害女性にとって結婚や出産、子育
てがもつ意味は、非障害女性にとってのそれとは大きく異なる」（飯野 2020：
60）とする。Thomsonが指摘するように、フェミニズムは障害のない女性に 

「女性らしさ」や「生殖」が押し付けられることと戦ってきたが、障害女性は
その中にはいない。
　この経験の違いは、ポスト構造主義フェミニズムの中で繰り返し指摘されて
きたことである。フェミニズムが白人女性中心であることを批判し、女性の中
にも差異があることを指摘したベル・フックスのブラック・フェミニズムや、
先述したThomson（2002）の「フェミニスト障害学」などもポスト構造主義フェ
ミニズムの流れに位置付けられ、これらのなかで女性の経験の違いが指摘され
ている。それらポスト構造主義フェミニズムとソーシャルワークについて論じ
たHicks（2015）は、セクシュアルマイノリティとの関連を軸にソーシャルワー
クにおいて「女性」がどのようにとらえられているのかを検討した。Hicksは
ソーシャルワーク理論の多くは性別を「静的な特性」（Hicks 2015：472）、す
なわち「想定される特性を参照するラベル」（Hicks 2015：473）として使用し
ていると主張する。そして「『男性』と『女性』は、人種、性別、障害、階級、
その他の問題に関係なく異なる扱いを受けているか」（Hicks 2015：479）と疑
問を投げかけ、ソーシャルワークにおいて抑圧の交差性（intersectionality）
の分析の必要性を訴えている。そしてHicks（2015）は、ポスト構造主義フェ
ミニズムは「『女性』というカテゴリー自体が異なって経験されており、人種、
階級、セクシュアリティ、障害、年齢、その他の線に沿って変動している」（Hicks 
2015：476）ことを指摘する。
　これらの議論からわかることは、「女性」は１つのカテゴリーでは収まりき
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らず、属性によって「女性」としての経験に違いがあるということである。ポ
スト構造主義フェミニズム以前のフェミニズムは、人間を男性女性の２つのカ
テゴリーに分けるものであった。しかしポスト構造主義フェミニズムは、その
カテゴリーをさらに分割していくものと理解できる。ブラック・フェミニズム
は白人男性／白人女性／黒人男性／黒人女性と４つのカテゴリーに分け、その
中で黒人女性は白人男性／白人女性／黒人男性の３つのカテゴリーから抑圧を
受けることを指摘している（Hooks 1984＝2017）。同じように障害者も、障害
のない男性／障害のない女性／障害男性／障害女性と４つのカテゴリーに分け
られる。さらにHicksが指摘するように多様なセクシュアリティや年齢、社会
における階級などを性別に入れ込んで分けていくとカテゴリーは限りなく増え
ていく。そしてそのカテゴリーごとに経験が異なると理解できる。それは、個
人の抱える生活問題の文脈が同様の生活問題を抱えた誰かと同じになることは
稀であることを意味している。

（3）他者性の尊重

　ここまで、知的障害女性はその「交差性」により「エイジェンシー」の理解
が難しいこと、個人の抱える生活問題の文脈が同様の問題を抱えた誰かと同じ
になることが稀であることを見てきた。このことは、女性福祉の現場にいる利
用者女性たちのなかでも、性産業に関して多様な価値観、多様な感じ方がある
ことを意味する。山本のルポのように性産業を肯定的にとらえる女性たちもい
れば、ポルノ被害と性暴力を考える会が報告するような厳しい環境で暴力を受
けながら接客していた女性たちもいる。それでは、彼女たちを理解するために
はどのようなアプローチをすれば良いのだろうか。筆者はここで、利用者の他
者性の尊重を挙げたい。
　児島（2015）は、支援者が利用者を「了解可能な『他我』」（児島 2015：8）
としてみる危険性を指摘している。女性福祉領域では「女性」は一律に、児島
が言うような「了解可能な『他我』」（児島 2015：8）としての「女性」として
とらえられていると考えられる。女性福祉領域でも、自ら進んで性産業従事を
する女性を支援者が「被害意識を持たない被害者」としてとらえるなど「了解
可能な『他我』」（児島 2015：8）に落ち着かせてしまうことが度々ある。この
ように「了解可能な『他我』」（児島 2015：8）として利用者をとらえることに
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よって支援者が勝手に利用者のストーリーを作り上げてしまう可能性があり、
パターナリスティックな支援につながっていく危険性がある。
　ではそのようなパターナリスティックな支援に陥らないようにするにはどう
したらいいか。児島（2015）は、利用者を「了解可能な『他我』」（児島 2015： 
8）ではなく、「認識主体による同化・取り込みを拒み、「顔」として到来し、
呼びかけるもの」（児島 2015：15）としてとらえること、すなわち利用者の他
者性を尊重することが大事であることを、レヴィナスの「他者」概念から述べる。
また、児島は、支援者の態度として「『わからなさ』の前で立ちつくす」（児島 
2015：17）ことの重要性を指摘する。支援者として自ら性産業に従事すること
を選択した利用者のことが理解できないならば、無理に理解しないでよい姿勢
で良いことが改めて理解できる。そして、「立ちつくす」とは、わからないこ
とを自己覚知した上で何度も相手に問いかけ、やりとりをしていく中で「わか
らない」、すなわち共感できない「他者」を理解していこうとする姿勢である
ことがわかる。この、「『わからなさ』の前で立ちつく」（児島 2015：17）しな
がら、相手を理解するために懸命に行うやりとりは、先に述べた障害女性と障
害のない女性の経験の違いを埋め、「交差性」を理解する作業になると考える。
一人一人違うこれまでの人生の文脈に寄り添い、問いかけ続けていくことで見
えてくる「エイジェンシー」がある。それこそが支援者が見いださねばならな
い、被害者とされた知的障害女性たちの力、すなわちストレングスなのである。

結論

　本論文では、知的障害女性の主体性を見えなくさせているものとして①「無
謬の被害者」とするため、②知的障害女性の「女性らしさ」や「生殖ニーズ」
からの排除、③障害特性からくる性的な認知の評価の難しさの３点があること
を指摘した。知的障害女性の性的主体性は、女性福祉が「無謬の被害者」とす
るために「被害」におきかえてきたこと、「女性らしさ」と「生殖」から排除
される一方で「性被害」をなくさなければならない女性福祉の立場から知的障
害女性の性の主体性は二重に否定されること、知的障害のある人の性的同意の
ための支援の不在と平等性の問題があることから、認められにくいことを見て
きた。そのように知的障害女性の性的主体性が潜在化された結果、彼女たちは
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「被害者」から脱することができなかったのである。しかしながらルポルター
ジュには性的搾取に関して知的障害女性の主体性の発露が見られる。この主体
性の発露は、周縁化される社会における彼女たちの選択、つまり「エイジェン
シー」ととらえることができる。したがって知的障害女性と性産業をめぐって

「社会」を問うのであれば、知的障害女性の社会の周縁化を問う必要があるの
である。そして、知的障害女性の「エイジェンシー」を理解するためには交差
性の視点が必要であり、そのアプローチとして支援者が利用者を「了解可能な

『他我』」（児島 2015：8）としてとらえない利用者の他者性の尊重が重要であ
ることを指摘した。
　知的障害女性の社会からの周縁化は大きすぎる課題である。性産業でどうに
かこうにかやっていけた知的障害女性から仕事を取り上げたその先には、知的
障害女性を包摂する社会がなければいけないはずである。しかしながら今はそ
れがあるとはいえない。知的障害女性の性産業従事を照射することによって、
知的障害女性が包摂される社会のあり方を探ることができると考える。
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